[bookmark: _Hlk230094263]（様式１）

年　　月　　日
富山県知事　殿


[bookmark: _Hlk42609289]住　　　　所：
商号又は名称：
代表者 氏 名：
電話番号
（認定事業主の有無　　　　　有　・　無　）

下記区域において経営管理実施権配分計画が定められる場合に経営管理実施権の設定を受ける又は集約化構想が定められる場合に当該集約化構想における一体経営管理森林の区域内の森林について経営管理を行うことを希望するので、関係書類を添えて応募します。
また、関係書類の内容については事実と相違ないこと（及び選定基準の「１．経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められること」の「(8)コンプライアンスの確保」の基準欄に記載された内容に該当する者であること）を誓約します。

１　経営管理実施権の設定を受けることを希望する区域
	


※市町村名（旧市町村名）を記入すること

２　集約化構想における一体経営管理森林の区域内の森林について経営管理を行うことを希望する区域
	


※市町村名（旧市町村名）を記入すること

３　応募に当たって提出する関係書類について
　　別添のとおり。








（様式2）
基　本　情　報
１．雇用の状況
	現場作業職員数
（うち常用）
	5年後の目標
（うち常用）
	事務系職員数
（うち常用）
	雇用管理者の
専任の有無
	雇用に関する文書
交付の有無

	人　
（　　　　　　人）
	人　
（　　　　　　人）
	人
（　　　　　　人）
	
	


（注１）職員数のうち、常用とは雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4か月以上の雇用期間が定められているもの（季節労働を除く。）をいう。
（注2）「雇用管理者」とは「林業労働力の確保の促進に関する法律」第30条第1項及び厚生労働省令に基づき,森林施業を行う事業所ごとに、林業労働者の募集、雇入れ及び配置、教育訓練その他雇用管理に関する事項を管理するため選任された者のこと。
（注3）「雇用に関する文書」とは、「林業労働力の確保の促進に関する法律」第31条及び厚生労働省令に基づき、事業主が林業労働者を雇い入れたとき、事業主が林業労働者に対して交付する。当該事業主の氏名又は名称、事業所の名称又は所在地、雇用期間、従事すべき業務の内容等に関する事項を明らかにした文書のこと





	社会・労働保険等への加入

	労災保険
	労災保険料率
	雇用保険
	健康保険
	厚生年金保険
	退職金共済等

	人
	％
	人
	人
	人
	人



（注）退職金共済等には、中小企業退職金共済制度、林業退職金共済制度のほか、都道府県独自の制度や任意積立金等を含めて記載すること。



２．技術者・技能者の数
	フォレスト
ワーカー
	フォレスト
リーダー
	フォレスト
マネージャー
	森林施業
プランナー
	森林作業道
作設オペレーター

	人
	人
	人
	人
	人



	技術士
（森林部門）
	技術士補
（森林部門）
	林業技士
	フォレスター
（森林総合監理士）
	森林経営
プランナー
	林業技能士
1級・2級

	人
	人
	人
	人
	人
	人



[image: ]
[image: ]



３．林業機械の保有台数

 
	現状【登録時】

	グラップル
	プロセッサ
	ハーベスタ
	フォワーダ
	スイング
ヤーダ
	タワー
ヤーダ
	フェラー
バンチャ
	スキッダ
	

	台
	台
	台
	台
	台
	台
	台
	台
	台


	目標【5年後】

	グラップル
	プロセッサ
	ハーベスタ
	フォワーダ
	スイング
ヤーダ
	タワー
ヤーダ
	フェラー
バンチャ
	スキッダ
	

	台
	台
	台
	台
	台
	台
	台
	台
	台



※1年を超える契約のリース機械を含み、レンタル機械については含まないとすること

image1.emf
（注1）フォレストワーカー（林業作業士）、フォレストリーダー（現場管理責任者）、フォレストマネージャー（統括現場管理責任者）とは、「研修修了者に

係る登録制度の運用について（平成10年4月1日付け10林野組第36号林野庁長官通知）」に基づき、林業労働力確保支援センター等が実施する研

修を修了し、農林水産省が備える研修修了者名簿に登録された者のこと。

（注２）森林作業道作設オペレーターとは、森林作業道作設オペレーター養成のための研修を受講するなどして、丈夫で簡易な作業道を作設する能

力を有する者のこと。

（注３）森林施業プランナーとは、森林施業プランナー育成のための研修を受講するなどして、森林施業の方針や間伐等の実施に係る事業収支を示し

た施業プランを森林所有者に説明・提案し、合意形成を図る者のこと。された者のこと。

（注4）技術士とは、技術士法に基づく技術士（技術士補を含む。）のこと。

（注５）技能士とは、職業能力開発促進法に基づく技能士（技能士補を含む。）のこと。

（注６）林業技士とは、㈳日本森林技術協会の認定する林業技術士のこと。

（注7）フォレスター（森林総合監理士）とは、森林法に基づく林業普及指導員資格試験の地域森林総合監理の区分に合格した者のこと。
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